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（５２）【意匠分類】Ｋ１－１３２ 

（５１）【国際意匠分類（参考）】０８－０３、２８－０３ 

【Ｄターム】Ｋ１－１３２Ｂ 

（２１）【出願番号】意願２００７－２２６７９（Ｄ２００７－２２６７９） 
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【審判請求日】平成２０年３月１８日（２００８．３．１８） 

（７２）【創作者】 

【氏名】坂井 裕一 

【住所又は居所】新潟県三条市東本成寺１９－１１－３ 

（７３）【意匠権者】 

【識別番号】５９３２０７２８２ 

【氏名又は名称】坂井 裕一 

【住所又は居所】新潟県三条市東本成寺１９－１１－３ 

（７４）【代理人】 

【識別番号】１０００７５１４４ 

【弁理士】 

【氏名又は名称】井ノ口 壽 

【審判長】【特許庁審判官】関口 剛 

【特許庁審判官】岩井 芳紀 

【特許庁審判官】宮田 莊平 

（５６）【参考文献】意登１１９２５００ 

（５５）【意匠に係る物品の説明】本願意匠に係る理髪用梳鋏の櫛刃の要素の面は５面であり、Ｂ－Ｃ部分正面図の

左右の一点鎖線と上側の直線と中央の曲線で囲まれる面と、左右の一点鎖線と中央の曲線と下側の直線で囲まれる

部分は、それぞれ２次曲面であり、異なる反射面を形成している。 

（５５）【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、

部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。Ａ－Ａ部分拡大図お

よびＢ－Ｃ部分６面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。 

【図面】 

【正面図】 



 

【背面図】 

 

 

 

 

 

 



【左側面図】 

 

【右側面図】 

 

 

 

 

 

 



【平面図】 

 

【底面図】 

 

【開いた状態の正面図】 

 



【Ａ－Ａ部分拡大図】 

 

【Ｂ－Ｃ部分正面図】 

 

【Ｂ－Ｃ部分背面図】 

 



【Ｂ－Ｃ部分左側面図】 

 

【Ｂ－Ｃ部分右側面図】 

 

【Ｂ－Ｃ部分平面図】 

 



【Ｂ－Ｃ部分底面図】 

 

 


